
動画で解説　電子マニフェスト
電子マニフェストの特徴やメリットを解説した動画
（約15分）をご覧いただけます。
ホームページには業種別の動画やガイドブックも
掲載しています。

動画掲載ページ▶https://www.jwnet.or.jp/jwnet/manual/douga/index.html











料金区分 A 料金 B 料金 Ｃ料金
( 団体加入料金 ) ※

基本料
（1年間：4月～翌3月） 26,400 円 1,980 円 110 円

使用料
（登録情報1件につき） 11 円 （90 件まで無料）

22 円
（5 件まで無料）

22 円
料金区分の目安となる

年間登録件数 2,401 件以上 2,400 件以下 ー

料金区分 収集運搬業者
処分業者

①処分 ②処分（報告機能 +2 次登録機能）
（報告機能のみ） A 料金 B 料金

基本料
（1年間：4月～翌3月） 13,200 円 13,200 円 26,400 円 13,200 円

使用料
（登録情報1件につき） ー ー 11 円 （90 件までは無料）

22 円
料金区分の目安となる

年間登録件数 ー ー 1,381 件以上 1,380 件以下

※ C 料金（団体加入）は、排出事業者の手続きの支援や利用料金等の支払いを行う利用代表者を指定し、利用代表者を通じて加入します。団体は 20
者以上の排出事業者で構成するなどの条件を満たす必要があります。

【加入申込み月別　初年度の基本料早見表】
加入申込みの翌月から、初年度の基本料が発生します。

【収集運搬業者・処分業者】
収集運搬業者の加入単位：業者単位で加入（複数加入も可）
処分業者の加入単位：処分事業場単位（同一敷地内に中間処理施設及び最終処分施設がある場合、１事業場とすることも可）

【排出事業者】
排出事業者の加入単位：排出事業場単位または排出事業場を管理する本社、支店、営業所単位など

基本料は、４月から翌年の 3 月末までの期間に適用されます。年度の途中で加入する場合は、初年度の基本料は月割りとなり
ます（Ｃ料金を除く）。基本料は加入申込みの翌月から発生します（初月無料）。
B 料金の方は、無料登録件数も異なります。

加入申込み月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
初年度の

基本料発生月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 ー

排出事業者 A
24,200 22,000 19,800 17,600 15,400 13,200 11,000 8,800 6,600 4,400 2,200

0
※

処分業者② A
収集運搬業者

12,100 11,000 9,900 8,800 7,700 6,600 5,500 4,400 3,300 2,200 1,100処分業者①
処分業者② B
排出事業者 B 1,815 1,650 1,485 1,320 1,155 990 825 660 495 330 165
排出事業者 C 110

B 料金の無料登録件数 90 件 75 件 60 件 45 件 30 件 15 件 0 件
※C 料金の無料登録件数 5 件

※ 3 月に加入申込みした場合、当該年度（初年度）の基本料はかからず、翌年度の基本料が 4 月に発生します。
　ただし、3 月中にマニフェストを登録するとその分の使用料が発生し、4 月に翌年度の基本料と一緒に請求されます。

排出事業者で年間2,400件以下、処分業者②（報告機能+２次登録機能）で年間1,380件以下のマニフェスト登録を予定している場合、B料金が適しています。
ただし、基本料の初月無料分を考慮すると、加入月・登録件数（※）によって初年度のみA料金の方が若干安くなる場合があります。詳細はホームページの「利用
料金シミュレーション」でご確認ください。　※（12ヶ月の登録予定件数） 排出事業者：1,290件～2,215件、 処分業者②：780件～1,280件

（税込）

（税込）

単位：円（税込）
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